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第２４期 第９回総会 

別 海 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

（令和３年２月２６日） 

 

 

〇開催日時  令和３年２月２６日（金） 

午前１０時００分から午前１１時００分 

 

〇開催場所  別海町役場 ４階 議場 

 

〇議事日程  

日程第 １ 報告第１号 農地等あっせん結果の報告について（農業経営基盤 

強化促進法） 

日程第 ２ 報告第２号 農地等あっせん結果の報告について（別海町農地移

動適正化あっせん基準） 

日程第 ３ 報告第３号 農地法第４条の許可書の交付について 

日程第 ４ 報告第４号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人

の定期報告について 

 

日程第 ５ 議案第１号 農地法第18条の規定による賃貸借の解約について 

日程第 ６ 議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ７ 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第５号 別海町農用地利用集積計画の決定について 
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〇出席委員（２６名） 

会     長 ２７番 小 野 榮 一                

会長職務代理者 ２６番 信 夫 重 勝                

 

１番 及 川 哲 夫   ２番 山 崎   茂   

３番 齊 藤 主 夫   ４番 市 川 義 晴   

５番 石 毛   剛   ６番 藤 田 浩 義   

７番 中 洞   薫   ８番 加 藤 真 純   

９番 畠 山 友 子  １０番 大 内 敏 光   

１１番 芳 賀   均  １２番 中 村 繁 男   

１３番 小 島   敏  １４番 羽 石 健 一   

１５番 加 藤 和 広  １６番 内 藤 宏 幸   

１７番 阿 部   浩  １８番 藤 井   実   

 １９番 木 幡   誠  ２０番 浦 山 宏 一   

 ２１番 山 田 良 雄  ２２番 押 田 賢 二   

２４番 伊 藤 一 吉  ２５番 竹 花 新 吉   

 

〇欠席委員（１名） 

２３番 林   武 雄                

 

〇農業委員会事務局出席職員 

  事  務  局 事務局長 中 村 公 一 

  総 務 担 当  主幹   木 直 人 

  農地調整担当  主査  藤 巻 成 司 

  農地調整担当  主任  山 下 真 弘 

  農地調整担当  主事  齊 藤 一 真 

  農地調整担当  主事  佐 藤 大 樹 

 

 

〇傍聴人（０名） 

 

 

〇議事録署名委員       

１５番 加 藤 和 広  １６番 内 藤 宏 幸   
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次の記録は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により会議の記録を

記載したものである。 

 

 

令和  年  月  日 

 

署名者 

 

議   長  小 野  榮 一  ㊞ 

 

議席１５番  加 藤  和 広  ㊞ 

 

議席１６番  内 藤  宏 幸  ㊞ 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会宣言 

〇事務局（中村事務局長） 

定刻になりましたので小野会長より御挨拶をいただき、総会を始めさせて

いただきます。 

〇小野会長 

皆さんおはようございます。 

（会務報告がある） 

本日は報告４件、議案５件ですので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（小野会長） 

それでは、ただいまから第９回農業委員会総会を開催いたします。 

ただいま出席している委員は２６名でございます。 

定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開催させていただきます。 

なお、欠席委員につきましては２３番林委員です。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。 

始めに議事録署名委員を会議規則第１９条の規定により議長において指名

いたします。１５番加藤和広委員、１６番内藤宏幸委員。以上２名を指名し

ますので、よろしくお願いいたします。それでは、議事に入ります。 

 

◎日程第１ 報告第１号 

〇議長（小野会長） 

日程第１ 報告第１号「農地等あっせん結果の報告について（農業経営基

盤強化促進法）」を議題に供します。 

事務局より、報告の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（齊藤主事） 

報告第１号、農地等あっせん結果の報告について。次の者から農業経営基

盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく利用権の設定等についてあっせ

んの申出があり、あっせんを行ったので報告する。 

本件は、全部で９件ございます。 

第１号については先月の総会で報告させていただきましたとおり、農用地

の価格について意向が一致せず不調に終わったため関係規程に基づき、町に

対し買入れ協議の要請等取り組んだところ、この度協議が整う運びとなった

ものです。 

第２号から第９号までの８件については、農地売買等事業により北海道農

業公社が買い入れた土地について一時貸付を行う内容であります。旧所有者

につきましては、第２号が武藤一逸さん、第３号から第９号までは全て小牧

俊雄さんとなっております。今後の取扱いにつきましては後の議案第５号で
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提案し御審議いただく予定です。それでは朗読させていただきます。 

第１号、あっせん候補者、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益

財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。あっせん対象地、中春別１５１

－２２外１４筆、計３９万６,７７４㎡。農地の所有者、中春別１５１番地の

７３、石立元秀。あっせん委員、加藤真純委員外５名。あっせん結果、成立。

あっせん価格、売買で１,５０５万９,０００円。次号からあっせん結果につ

いては全て成立となっておりますので朗読は省略します。 

第２号、あっせん候補者、別海３９９番地の３、栗栖津奈樹。あっせん対

象地、別海３９４外９筆、計５４万３,３４０㎡。農地の所有者、札幌市中央

区北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人北海道農業公社 理事長 竹林

孝。あっせん委員、山田委員外８名。あっせん価格、賃貸借で年間６７万３,

２６０円。次号から農地の所有者は全て北海道農業公社となりますので朗読

を省略します。 

第３号、あっせん候補者、西春別１１３番地の２、株式会社デーリィファ

ーム宮坂 代表取締役 宮坂拓磨。あっせん対象地、西春別１１５－３外４

筆、計９万９７８㎡。あっせん委員、大内委員外４名。あっせん価格、賃貸

借で年間９万３,６００円。次号からあっせん委員は全て同文ですので朗読を

省略します。 

第４号、あっせん候補者、西春別４０７番地の１６４、有限会社石坂牧場

代表取締役 石坂巧。あっせん対象地、西春別４０７－２５、計６万５,９ 

６４㎡。あっせん価格、賃貸借で年間７万９,３８０円。 

第５号、あっせん候補者、西春別４１２番地の５８、上川床真幸。あっせ

ん対象地、西春別４０８－８外８筆、計１８万５,０５４㎡。あっせん価格、

賃貸借で年間１０万９,９２０円。 

第６号、あっせん候補者、泉川１０９番地の１６、株式会社リープリング

ファーム 代表取締役 日向和哉。あっせん対象地、西春別４０８－２２外

５筆、計３４万５,４４６㎡。あっせん価格、賃貸借で年間２９万４,５２０

円。 

第７号、あっせん候補者、泉川１１０番地の２１、竹田寛享。あっせん対

象地、西春別４０８－５５、計７万１６２㎡。あっせん価格、賃貸借で年間

６万５,０８０円。 

第８号、あっせん候補者、西春別４１０番地の１２、宇居宏明。あっせん

対象地、西春別４１１－１９外７筆、計１０万５０３㎡。あっせん価格、賃

貸借で年間８万１２０円。 

第９号、あっせん候補者、西春別駅前柏町８番地、及川由和。あっせん対

象地、泉川１０７－２３外４筆、計９万７,４０８㎡。あっせん価格、賃貸借

で年間７万２,７４０円。以上で報告第１号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第１号の事務局説明が終わりました。ここで調整に当たられた委員の

説明を求めたいと思います。１号につきましては１６番内藤委員。２号につ
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きましては１３番小島委員。３号から９号につきましては１９番木幡委員。

それでは内藤委員お願いいたします。 

〇１６番 内藤委員 

はい。報告いたします。石立さんは６０歳を過ぎて体調も思わしくなくな

り後継者もいないことから営農を去年の秋に断念することになり、農地売買

等事業で売却をしたいという申出があり、あっせんの結果、５年後に取得す

る方が決まっております。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして小島委員お願いします。 

〇１３番 小島委員 

はい、説明いたします。栗栖津奈樹さんは武藤一逸さんの後に入植した方

で、５年後に取得をして自分の土地として頑張ると思いますのでよろしくお

願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして３号から９号を木幡委員お願いいたします。 

〇１９番 木幡委員 

それでは御説明いたします。３号から９号まで全て小牧さんの元の土地で

北海道農業公社からの貸付けということですのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第１号の委員説明が終わりました。それでは報告第１号につき

まして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長(小野会長) 

なしということですので、報告第１号を承認することに御異議ございませ

んか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第１号を原案のとおり承認することに

決定します。 

    

◎日程第２ 報告第２号 

〇議長（小野会長） 

日程第２ 報告第２号「農地等あっせん結果の報告について（別海町農地

移動適正化あっせん基準）」を議題に供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

農地等あっせん結果の報告について（別海町農地移動適正化あっせん基

準）。次の者から農地等のあっせん申出書の提出があり、別海町農地移動適
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正化あっせん基準に基づきあっせんを行ったので、同基準第８の２の（３）

の規定により報告する。本件は全部で１件ございます。農地所有者の申出に

より所有権移転のあっせんを行ったものであります。今後の取扱いについて

は後の議案第５号で提案し御審議いただく予定であります。それでは朗読さ

せていただきます。 

第１号、あっせん候補者、中春別１５１番地の２４６、片野大介。あっせ

ん対象地、中春別１５１－２５１、計１万９,０９７㎡。農地の所有者、中春

別１５１番地の７３、石立元秀。あっせん委員、加藤真純委員外５名。あっ

せん結果、成立。あっせん価格、売買で１１万４,０００円。以上で報告第２

号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第２号の事務局説明が終わりました。ここであっせんに当たられた委

員の説明を求めます。１６番内藤委員お願いいたします。 

〇１６番 内藤委員 

報告第１号の続きになります。土地の所有者は隣で地続きの片野大介さん

です。公社の事業上、買取りのできない土地を片野大介さんに買っていただ

くという内容です。よろしくお願いします。 

〇議長(小野会長) 

  報告第２号の委員説明が終わりました。それでは報告第２号につきまして

質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第２号を承認することに御異議ございせん

か。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第２号を原案のとおり承認することに

決定します。 

 

◎日程第３ 報告第３号 

〇議長（小野会長） 

日程第３ 報告第３号「農地法第４条の許可書の交付について」を議題に

供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第３号、農地法第４条の許可書の交付について。農地法第４条第１項

の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北海道農業会議に意

見聴取した結果、許可相当とする回答があり許可書を交付したので、別海町
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農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

本件は１１月３０日開催の第６回総会で御審議いただいた案件で申請時に

おける計画どおりですので詳細については朗読を省略させていただきます。

許可日につきましては別海農業振興地域整備計画変更における計画変更完了

通知がありました令和３年２月３日としております。 

また、報告書は記載しておりませんが昨年の１２月総会で御審議いただい

た篠田翔司さんにおいても２月１０日に許可書を発行しております。以上で

報告第３号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第３号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても知事許

可案件ですので事務局説明のみとさせていただきます。 

それでは報告第３号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問

ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第３号を承認することに御異議ございせん

か。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに 

決定します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第３号を承認することに御異議ございせん

か。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに

決定します。 

 

◎日程第４ 報告第４号 

〇議長（小野会長） 

日程第４ 報告第４号「農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法

人の定期報告について」を議題に供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第４号、農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報
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告について。次の者から農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人

報告書の提出があったので報告する。今月は３件の報告がありました。いず

れも農地法第２条に基づく事業要件、議決権要件及び役員要件の全てを満た

しておりました。法人名、決算期等については記載のとおりですので朗読を

省略させていただきます。以上で報告第４号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第４号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても

法人の定期報告ですので事務局説明のみとさせていただきます。 

それでは、報告第４号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質

問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第４号を承認することに御異議ございせん

か。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに

決定します。 

 

◎日程第５ 議案第１号 

〇議長（小野会長） 

日程第５ 議案第１号「農地法第１８条の規定による賃貸借の解約につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（齊藤主事） 

議案第１号、農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について。次の者

から農地法第１８条第６項の規定により提出された賃貸借の合意解約の通知

について、同条第１項の規定による可否の決定を求める。 

本案は４件あります。貸主、借主双方の合意により解約された通知であり、

土地の引き渡し時期前６か月以内に合意解約が成立しております。それでは

朗読させていただきます。 

第１号、貸人、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人北

海道農業公社 理事長 竹林孝。借人、西春別６０番地の９、卯野聡明。解

約する土地、西春別５３－９外４筆、計７万４,６０８㎡。利用権の種類、賃

借権。契約期間、令和２年１２月２２日から令和７年１１月１日。合意解約

成立の日、令和３年２月４日。土地の引渡の時期、令和３年２月５日。解約

の理由、合意解約。次号から第４号まで、貸人、利用権の種類、合意解約成

立の日、土地の引渡の時期及び解約の理由は全て同文ですので朗読を省略し
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ます。 

第２号、借人、上春別２９７番地の４０、平井訓士。解約する土地、上春

別２１４－１９外９筆、計１５万３,５８３㎡。契約期間、平成２９年２月１

日から令和３年１１月２８日。 

第３号、借人、本別５７番地の３、赤池雅三。解約する土地、本別７５－

５、計４万３,３３４㎡。契約期間、平成２８年１１月２９日から令和３年９

月２９日。 

第４号、借人、同上です。解約する土地、本別７６－２外３筆、計８万６,

８９７㎡。契約期間、平成２９年５月１日から令和４年２月２８日。以上で

議案第１号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第１号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても

合意解約案件ですので事務局説明のみとさせていただきます。それでは議案

第１号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第１号を原案のとおり許可することに 

決定します。 

 

◎日程第６ 議案第２号 

〇議長（小野会長） 

日程第６ 議案第２号「農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について。次の者

から農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可

の決定を求める。農地法第３条の許可申請につきましては、別添資料の調査

書を添付してございますので併せて御参照願います。 

第１号、申請人の住所氏名、貸人、別海３０５番地の２４、矢内幸史。借

人、別海３０５番地の２４、矢内和浩。許可を受けようとする土地の表示、

別海２９１－５外２６筆、合計６９万４,７５４㎡。許可を受けようとする理

由、貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するもので、借人は父か

ら全地使用貸借を受けるものである。貸借期間は許可日から３０年間です。
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次号から許可を受けようとする理由については同文ですので朗読を省略させ

ていただきます。 

第２号、申請人の住所氏名、貸人、中西別３１０番地の４２、藤田七郎。

借人、中西別３１０番地の４２、藤田浩義。許可を受けようとする土地の表

示、中西別３１０－４３外２２筆、合計１０９万１,３９２㎡。貸借期間は許

可日から２０年間です。 

第３号、申請人の住所氏名、貸人、中西別９８番地の１２、岩崎茂則。借

人、中西別９８番地の１２、岩崎武洋。許可を受けようとする土地の表示、

中西別９８－１外２９筆、合計５７万９,３０８.２５㎡。貸借期間は許可日

から３０年間です。 

第４号、申請人の住所氏名、貸人、中西別３０９番地の９４、村山清美。

中西別３０９番地の９４、村山和哉。許可を受けようとする土地の表示、中

西別３０９－２２外２１筆、合計７０万７３㎡。貸借期間は許可日から３０

年間です。 

第５号、申請人の住所氏名、貸人、中西別９０番地の１８、太田一見。借

人、中西別９０番地の１８、太田公一。許可を受けようとする土地の表示、

中西別７１－７外２３筆、合計４７万５,６０２㎡。貸借期間は許可日から３

０年間です。 

ここで、先月の総会で御意見がありました。許可を受けようとする理由の

使用貸借契約についての記載でありますが、総会終了後に事務局内部で検討

した結果、申請書の記載内容や議案説明後の農業委員さんからの詳細説明な

どもありますので、議案書では従来どおり概要的な記載とさせていただきた

いと思います。以上、議案第２号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

議案第２号の事務局説明が終わりました。ここで調整に当たられた委員の

説明を求めたいと思います。１号につきましては２２番押田委員。２号、３

号につきましては１８番藤井委員。４号につきましては６番藤田委員。５号

につきましては１８番藤井委員。ここで２号に関しまして藤田委員が当事者

ですので、農業委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規

則第１４条の規定に基づき議事参与制限により一時退席を求めます。 

（６番 藤田委員、一時退席） 

〇議長（小野会長） 

それでは２号につきまして藤井委員説明をお願いいたします。 

〇１８番 藤井委員 

藤田七郎さんと藤田浩義さんの継続案件で２０年間の契約です。よろしく

お願いします。 

〇議長（小野会長） 

それでは議案第２号の第２号の案件につきまして質疑を受けたいと思いま

す。何か御質問ございませんか。 

〇委員 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第２号の第２号につきまして原案のと

おり許可することに決定します。 

（６番 藤田委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

それでは１号につきまして押田委員説明をお願いいたします。 

〇２２番 押田委員 

はい、説明いたします。矢内さん親子間での使用貸借の継続案件になりま

す。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして３号と５号を藤井委員お願いいたします。 

〇１８番 藤井委員 

３号の岩崎茂則さんと岩崎武洋さん。これも継続案件で３０年間の契約な

っております。５号の太田一見さんと太田公一さん。これも継続案件で３０

年間の契約なっております。 

〇議長（小野会長） 

それでは４号を藤田委員お願いいたします。 

〇６番 藤田委員 

村山清美さん、村山和哉さん親子間の継続案件なのでよろしくお願いしま

す。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第２号の委員説明が終わりました。それでは議案第２号につき

まして先程の事務局からの説明も含めまして質疑を受けたいと思います。何

か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第２号を原案のとおり許可することに

決定します。 
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◎日程第７ 議案第３号 

〇議長（小野会長） 

日程第７ 議案第３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について。次の者

から農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可

の決定を求める。本件申請につきましては、立地基準及び一般基準を満たし、

農用地利用集積計画及び農業振興地域整備計画に支障を及ぼすものではない

と判断しております。それでは議案を朗読します。 

第１号、許可を受けようとする土地の表示、別海３８７－２、８万９,４３

４㎡の内８,４０２.８１㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、牛舎外、計

８,４０２.８１㎡。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地法第４条第６

項。土地利用計画、農用地。転用者、奥行２番地の２５、農地所有適格法人

ヤマギシズム生活別海実顕地農事組合法人 理事 荒木靖。次号及び第３号

の転用基準及び土地利用計画は同文ですので朗読を省略させていただきます。 

第２号、許可を受けようとする土地の表示、中西別１４０－３、３万８,３

３５㎡の内２,７００.８５㎡。中西別１４０－４、４万９,７６７㎡の内２万

９,２２９.５５㎡、合計３万１,９３０.４０㎡。目的、農業用施設建設。計

画内容、牛舎外、計３万１,９３０.４０㎡。転用者、中西別１３９番地の１

２、農地所有適格法人、株式会社ＣＲＯＷＮ ＭＩＬＫ 代表取締役 藤井

秀和。 

第３号、許可を受けようとする土地の表示、奥行６－４９、３４万７,３８

５㎡の内１万２,９２４.５９㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、牛舎外、

計１万２,９２４.５９㎡。転用者、奥行６番地３５、農地所有適格法人、株

式会社ＦＬＡＴ ＦＡＲＭ 代表取締役 平沢優作。本件申請につきまして

は事前に相談があり全件事前の現地調査を実施しております。以上で、議案

第３号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第３号の事務局説明が終わりました。それでは現地調査に当た

られた委員さんの説明を求めたいと思います。 

１号につきましては１３番小島委員。２号と３号につきましては２１番、

山田委員。ここで２号につきまして藤井委員の御子息の案件ですので農業委

員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規定

に基づき議事参与制限により一時退席を求めます。 

（１８番 藤井委員、一時退席） 

〇議長（小野会長） 

  それでは山田委員、２号の説明をお願いいたします。 
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〇２１番 山田委員 

昨年１０月２０日に現地を見てまいりました。牛舎東側のバンガーサイロ

横にあるロール置き場から東に広がる小高い傾斜の草地でそこを平らにして

牛舎等の関連施設を建てるものです。場所的にこの場所しか考えられなく適

当だと思い見てまいりました。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

それでは議案第３号の第２号の案件につきまして質疑を受けたいと思いま

す。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第３号の第２号につきまして原案のと

おり許可することに決定します。 

（１８番 藤井委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

それでは１号の説明を小島委員お願いいたします。 

〇１３番 小島委員 

はい、説明いたします。１１月１７日に大内委員長、芳賀委員と事務局で

現地を見てまいりました。既に４年前に新しく牛舎をロボット牛舎に建替え

しておりまして、その隣に今回のロボット牛舎を建てるという内容です。ス

ペースもあって特に問題ないと思って見てまいりました。よろしくお願いい

たします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして３号を山田委員お願いいたします。 

〇２１番 山田委員 

こちらも昨年１０月２０日に見てまいりました。平沢さんは平成天皇陛下

が展覧に訪れた農場です。今回、クラスター事業で育成牛舎の西側にロボッ

ト牛舎を建てるものです。三角形の草地が非常に使いづらく、場所的にここ

しかないのかと見てきました。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、ありがとうございました。議案第３号につきまして委員説明が終わ

りました。 

〇議長（小野会長） 

それでは議案第３号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問

ございませんか。 
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〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第３号につきまして原案のとおり許可

することに決定します。 

 

◎日程第８ 議案第４号 

〇議長（小野会長） 

続きまして日程第８ 議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請について」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、次の者

から農地法第５条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可

の決定を求める。本件申請につきましても、立地基準及び一般基準を満たし、

農用地利用集積計画及び農業振興地域整備計画に支障を及ぼすものではない

と判断しております。 

第１号、許可を受けようとする土地の表示及び面積、西春別１７３－３、

５万８,５５２㎡の内１万２,３３６㎡。契約内容、使用貸借。目的、山砂採

取。計画内容、山砂採取量６万１,２９４㎥。転用基準、農用地。許可理由、

農地法施行令第１１条第１項第１号。土地利用計画、農用地。所有者氏名、

西春別１９１番地の２１、町屋則子。転用者氏名、中標津町東３２条北１丁

目２番地、砂利採取販売業、中村興業株式会社 代表取締役 竹嶋哲也。本

件につきましても事前に現地調査を実施して確認しております。以上で議案

第４号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

  議案第４号の事務局説明が終わりました。ここで現地調査に当たられた委

員の説明を求めます。１０番大内委員お願いいたします。 

〇１０番 大内委員 

はい、去年の１１月１７日に現地を調査してまいりました。この畑は西別

川にすぐ隣接する畑でありまして、畑の中に砂が含まれていると思われる丘

が変な形で飛び出すような畑で砂を取った後に整地すると使いやすくなるか

なという風に見てまいりました。御審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

議案第４号の委員説明が終わりました。ここで議案第４号につきまして質



 17 

疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第４号を原案のとおり許可することに

決定します。 

（１０時５０分から１１時０５分まで休憩） 

 

◎日程第９ 議案第５号 

〇議長（小野会長） 

日程第９ 議案第５号「別海町農用地利用集積計画の決定について」を議

題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（川原主任） 

議案第５号、別海町農用地利用集積計画の決定について。別海町農業経営

基盤強化の促進に関する基本的な構想第５の１の（６）による計画について、

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項により決定を求める。 

本件は所有権の移転が３件、利用権の設定が２４件の計２７件でございま

す。始めに所有権の移転についてですが、第１号と第２号につきましては報

告第１号、第２号と内容が重複しますので内容詳細についてのみ朗読いたし

ます。それでは朗読させていただきます。 

第１号、利用目的、牧草畑として利用。所有権の移転時期、令和３年３月

１日。対価の支払い方法、指定口座に振込。対価の支払い期限、令和３年４

月１３日。引渡の時期、対価の支払日。当事者間の法律関係、売買。次号及

び第３号の所有権の移転時期、対価の支払い方法、引渡の時期及び当事者間

の法律関係は同文ですので朗読を省略します。 

第２号、利用目的、同上です。対価の支払い期限、令和３年５月３１日。 

第３号、所有権の移転を受ける者、上風連１８５番地の１、安部邦彦。所

有権の移転をする土地、上風連１９３－４外１２筆、計１６万８,８８９㎡。

所有権の移転をする者、上風連２１６番地の１５、柳澤慶吾。利用目的、牧

草畑及び採草放牧地として利用、対価、６７６万３,０００円。対価の支払い

期限、令和３年１１月３０日。調整委員、小島委員と齊藤委員です。 

続いて利用権の設定ですが第１号から第８号までは報告第１号と内容が重

複しますので内容詳細についてのみ朗読いたします。 

第１号、利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和３
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年３月１日。終期、令和７年１２月２１日。借賃の支払い方法、毎年１２月

１０日までに指定口座に振り込むものとする。当事者間の法律関係、賃貸借。

次号から第８号までは北海道農業公社の一時貸付けの内容となっており詳細

は全て同文ですので朗読を省略します。 

第９号、利用権の設定を受ける者、西春別６０番地の９、株式会社Ｃｏｗ ’

ｓＦａｍｉｌｙ 代表取締役 卯野聡明。利用権を設定する土地、西春別５

３－９外４筆、計７万４,６０８㎡。利用権の設定をする者、札幌市中央区北

５条西６丁目１番地２３、公益財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。

利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和３年３月１日。

終期、令和７年１１月１日。借賃、８万８,５２０円。借賃の支払い方法、毎

年１２月１０日までに指定口座に振り込むものとする。当事者間の法律関係、

賃貸借。調整委員。及川委員と大内委員です。 

次号から第１２号までの利用権の設定をする者、内容、利用権の始期及び

支払い方法は同文ですので朗読を省略します。 

また、利用権の種類と当事者間の法律関係は次号から第２３号まで同文で

すので朗読を省略します。 

第１０号、利用権の設定を受ける者、上春別２９７番地の４０、株式会社

ＨＩＲＡＩ ＦＡＲＭ 代表取締役 平井冬海。利用権を設定する土地、上

春別２１４－１９外９筆、計１５万３,５８３㎡。利用権の終期、令和３年１

１月２８日。借賃、１５万９,８００円。調整委員、羽石委員と中洞委員です。 

第１１号、利用権の設定を受ける者、本別１８番地の３０、株式会社赤池

牧場 代表取締役 赤池雅三。利用権を設定する土地、本別７５－５、計４

万３,３３４㎡。利用権の終期、令和３年９月２９日。借賃、５万６,７６０

円。調整委員、信夫委員と石毛委員です。 

第１２号、利用権の設定を受ける者、同上です。利用権を設定する土地、

本別７６－２外３筆、計８万６,８９７㎡。利用権の終期、令和４年２月２８

日。借賃、１０万８,３６０円、調整委員は同上です。 

第１３号、利用権の設定を受ける者、中西別１３７番地の２１、株式会社

別海ミルクワールド 代表取締役 中山貞幸。利用権を設定する土地、中西

別９４－７外４筆、計１３万４,３６４㎡。利用権の設定をする者、中西別９

４番地の７、木三枝子。内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。始期、

令和３年３月１日。終期、令和８年２月２８日。借賃４０万２,５００円。借

賃の支払い方法、毎年１２月末日までに指定口座に振り込むものとする。調

整委員、藤井委員と林委員です。次号は利用権の設定をする者、内容、始期、

終期、支払い方法及び調整員が同文ですので朗読を省略します。 

第１４号、利用権の設定を受ける者、中西別１６８番地の１、有限会社た

んぽぽ牧場、代表取締役 加藤二三代。利用権を設定する土地、中西別１０

１－２外４筆、１０万２,１６１㎡。借賃、３１万５,０００円。 

第１５号、利用権の設定を受ける者、中西別１０３番地の１、有限会社Ｍ

Ｆデイリー 代表取締役 齊藤芳晴。利用権を設定する土地、中西別６１－
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１２外４筆、計１４万５,１３３㎡。利用権を設定する者、上風連１０７番地

の２、市場英子。内容、同上。始期、令和３年３月２日。終期、令和８年３

月１日。借賃、３４万７,５００円。借賃の支払いの方法、毎年１２月１０日

までに指定口座に振り込むものする。調整委員、林委員と藤田委員です。次

号及び第１７号の利用権の設定をする者、始期、終期、借賃の支払いの方法

及び調整委員は同文ですので朗読を省略します。 

第１６号、利用権の設定を受ける者、中西別１３９番地の１２ 株式会社

ＣＲＯＷＮ ＭＩＬＫ 代表取締役 藤井秀和。利用権を設定する土地、中

西別６２－４外２４筆、計３８万２３４㎡。内容、牧草畑として利用。借賃、

９１万９,０００円。 

第１７号、利用権の設定を受ける者、中西別６７番地の１４、加藤博。利

用権を設定する土地、中西別６３－１２、計２万８,０００㎡。内容、同上で

す。借賃、８万４,０００円。 

第１８号、利用権の設定受ける者、西春別４１０番地の１２、宇居宏明。

利用権を設定する土地、西春別４１０－１９外１７筆、計４７万１,７１３㎡。

利用権の設定をする者、東京都葛飾区東四つ木３丁目４３番７号、柴田宗広。

内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。始期、令和３年３月１日。終期、

令和８年２月２８日。借賃、４５万円。借賃の支払いの方法、毎年１０月末

日までに指定口座に振り込むものとする。調整委員、市川委員と木幡委員で

す。次号から第２４号までの利用権の始期、第２０号までの終期と支払いの

方法は同文ですので朗読を省略します。 

第１９号、利用権の設定を受ける者、上春別１１０番地の１１、粟野勉。

利用権を設定する土地、上春別１１５－３、計８万４,９３１㎡。利用権の設

定をする者、上春別１１５番地の３、石本之信。内容、牧草畑として利用。

借賃、年間１９万８,０００円。調整委員、羽石委員と中洞委員です。次号の

利用権の設定をする者、内容及び調整委員は同文ですので朗読を省略します。 

第２０号、利用権の設定を受ける者、上春別１４９番地の２、株式会社大

地の雫 代表取締役 浦山宏一。利用権を設定する土地、上春別１１４－１、

計５万３,４９３㎡。借賃、１３万２,０００円。 

第２１号、利用権の設定を受ける者、豊原１０番地の５７、紫藤有策。利

用権を設定する土地、豊原１８－６外１９筆、計４０万７,５７１㎡。利用権

の設定をする者、豊原１９番地の１、村本伸治。内容、牧草畑及び採草放牧

地として利用。終期、令和１３年２月２８日。借賃、１年目５４万２,５００

円、２年目以降６１万２,５００円。借賃の支払いの方法、毎年１１月末日ま

でに指定口座に振り込むものとする。調整委員、芳賀委員と伊藤委員です。

次号から第２３号までの利用権の設定をする者、終期、支払いの方法及び調

整委員は同文ですので朗読を省略します。 

第２２号、利用権の設定を受ける者、豊原２０番地の６１、青野大地。利

用権を設定する土地、豊原２２－７外１８筆、計１５万９８４㎡。内容は同

上です。借賃、３０万円。 
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第２３号、利用権の設定を受ける者、豊原２１番地の４６、田口豊次。利

用権を設定する土地、豊原１９－２外２筆、計１２万４,６５９㎡。内容、牧

草畑として利用。借賃、３７万２,０００円。 

第２４号、利用権の設定を受ける者、西春別６９番地の２１、株式会社ぴ

かる君 代表取締役 松本光。利用権を設定する土地、西春別６８－２外２

筆、計１３万２,６７１㎡。利用権の設定をする者、西春別６９番地の２１、

松本光。利用権の種類、使用貸借権。内容、牧草畑及び採草放牧地として利

用。終期、令和２３年２月２８日。当事者間の法律関係、使用貸借。調整委

員、大内委員と及川委員です。以上で議案第５号の内容説明を終わります。 

〇議長(小野会長) 

はい、議案第５号の事務局説明が終わりました。ここで調整に当たられた

委員の説明を求めたいと思います。所有権の移転の３号につきましては１３

番小島委員。利用権の設定の９号につきましては１番及川委員。１０号につ

きましては１４番羽石委員。１１号、１２号につきましては２６番信夫代理。

１３号、１４号につきましては１８番藤井委員。１５号から１７号につきま

しては６番藤田委員。１８号につきまして４番市川委員。１９号、２０号に

つきましては１４番羽石委員。２１号から２３号につきましては１１番芳賀

委員。２４号につきましては１０番大内委員。ここで、利用権の設定の８号

につきまして及川委員の御子息の案件ですので、農業委員会等に関する法律

第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規定に基づき議事参与制

限により一時退席を求めます。 

（１番 及川委員、一時退席） 

〇議長（小野会長） 

それでは議案第５号の利用権の設定の第８号につきまして質疑を受けたい

と思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第５号の利用権の設定の第８号につき

まして原案のとおり許可することに決定します。 

（１番 及川委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

続いて利用権の設定の１６号につきまして藤井委員の御子息の案件ですの

で、農業委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１

４条の規定に基づき議事参与制限により一時退席を求めます。 
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（１８番 藤井委員、一時退席） 

〇議長（小野会長） 

  それでは藤田委員説明をお願いいたします。 

〇６番 藤田委員 

１６号ですがこの土地は長谷川幸一さんが前回借りていた土地ですが、更

新しないということなので株式会社ＣＲＯＷＮ ＭＩＬＫさんと市場英子さ

んとの賃貸で調整がついた案件であります。よろしくお願いします 

〇議長（小野会長） 

それでは議案第５号の利用権の設定の第１６号につきまして質疑を受けた

いと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第５号の利用権の設定の第１６号につ

きまして原案のとおり許可することに決定します。 

（１８番 藤井委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

続いて利用権の設定の２０号につきまして浦山委員の案件ですので、農業

委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規

定に基づき議事参与制限により一時退席を求めます。 

（２０番 浦山委員、一時退席） 

〇議長（小野会長） 

  それでは２０号につきまして羽石委員説明をお願いいたします。 

〇１４番 羽石委員 

はい、御説明いたします。２０号ですが継続案件でして、同条件で５年間

の期間となっておりますのでよろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

それでは議案第５号の利用権の設定の第２０号につきまして質疑を受けた

いと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 
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（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第５号の利用権の設定の第１６号につ

きまして原案のとおり許可することに決定します。 

（２０番 浦山委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

  それでは所有権移転の３号につきまして小島委員お願いいたします。 

〇１３番 小島委員 

はい、３号は柳澤圭吾さん所有の土地ですが、このたび規模縮小というこ

とで離れにある土地を手放したいということから、隣接する安部邦彦さんが

取得をしたいという話で別海推進委員が現地を見て調整をつけてまいりまし

た。よろしくお願いします 

〇議長（小野会長） 

  続きまして所有権の移転の９号につきまして及川委員お願いいたします。 

〇１番 及川委員 

はい説明します。今まで卯野聡明さんが借りていましたが、法人化に伴い

改めて法人のＣｏｗ ’ｓＦａｍｉｌｙが借りるということになりました。よろ

しくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

  続きまして１０号につきまして羽石委員お願いいたします。 

〇１４番 羽石委員 

御説明いたします。１０号ですが平井訓士さんから息子さんが代表の株式

会社ＨＩＲＡＩ ＦＡＲＭに利用権が移るものですのでよろしくお願いしま

す。 

〇議長（小野会長） 

続きまして１１号、１２号について信夫代理お願いいたします。 

〇２６番 信夫代理 

議案第１号の合意解約で審議された案件です。赤池さんの赤池牧場の法人

設立ということで借受人が個人から法人に変わる案件です。よろしくお願い

します。 

〇議長（小野会長） 

続きまして１３号と１４号を藤井委員お願いいたします。 

〇１８番 藤井委員 

１３、１４号の木三枝子さんですが、この土地は母親の木ヒサ子さん

が２年ほど前に亡くなりまして、相続した木三枝子さんと有限会社たんぽ

ぽ牧場と株式会社別海ミルクワールドが契約したものです。 

〇議長（小野会長） 

  続きまして１５号と１７号を藤田委員お願いいたします。 

〇６番 藤田委員 

１５号と１７号の市場さんから有限会社ＭＦデイリーさん、加藤博さんの
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再設定の案件で賃貸権５年間ですのでよろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

  続きまして１８号を市川委員お願いいたします。 

〇４番 市川委員 

柴田さんの土地ですけれども、今現在継続して宇居幸子さんの名前で契約

したのですが、これから経営移譲の関係上、息子の宏明さんに賃貸借で継続

して使っていただくということになっています。よろしくお願いします。 

〇議長(小野会長) 

  続きまして１９号を羽石委員お願いいたします。 

〇１４番 羽石委員 

御説明いたします。１９号ですがこれも継続案件でして同条件で５年間の

契約となっています。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして、２１号から２３号を芳賀委員お願いいたします。 

〇１１番 芳賀委員 

村本さんですが、昨年を持ちまして休農ということで全地を近隣３軒で賃

借するという案件です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

  続きまして２４号を大内委員お願いいたします。 

〇１０番 大内委員 

松本光さんですが牛舎建設に向けまして株式会社ぴかる君を設立されまし

て法人と松本光さんとの賃貸です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第５号の委員説明が終わりました。それでは、議案第５号につ

きまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入ります。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（会長） 

挙手なしということですので、議案第５号を原案のとおり許可することに

決定します。 

 

◎閉会宣言 

〇議長（小野会長） 

以上で本総会に提出された議案の審議は全て終了しました。 

これをもちまして、第９回総会を閉会します。 


